令和７年度　第３回埼玉県障害者施策推進協議会　会議録

開催日時：令和８年２月１６日（月）午前１０時から正午
出席委員：岩崎会長、遅塚委員、松本委員、万谷委員、下重委員、神本委員、田島委員、
　　　　　川津委員、白石委員、石橋委員、菊池委員、林委員、渡辺（えみ）委員、
　　　　　亀岡委員、関根委員、酒井委員、神月委員、植村委員、渡辺（修）委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９名
欠席委員：大木委員　　１名

＜１ 開会＞
（事務局）
　本日は大変お忙しいところ、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
　ただいまから令和７年度第３回埼玉県障害者施策推進協議会を開催いたします。
　私は障害者福祉推進課副課長の小野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　本日の会議に入るまでの間、進行役を務めさせていただきます。
　さて、本日の会議には、委員総数20名のうち18名の委員の方に御出席をいただいております。
　大木委員は欠席の御連絡をいただいております。
　下重委員は少々遅れるという御連絡をいただいております。
　協議会規則第６条第２項により、本日の会議は有効に成立しておりますことを御報告いたします。
　また、本日は、当協議会を原則として公開としております。本日は、会場で３名の方が、またオンラインで２名の方がそれぞれ傍聴をしていらっしゃいます。
　それでは会議に移らさせていただきます。
　なお、本日は東京・中日新聞の記者の方が撮影の許可をお求めになっております。よろしいでしょうか。

　～　意義なし　～

（事務局）
　ありがとうございます。
　初めに障害者福祉推進課長の関根から御挨拶を申し上げます。

＜２ あいさつ＞
（障害者福祉推進課長）
　県障害者福祉推進課長関根でございます。本日は、令和７年度第３回埼玉県障害者施策推進協議会の開催にあたりまして御挨拶させていただきます。
　委員の皆様方には、お忙しい中、御出席いただきまして感謝申し上げます。
　また、本県の障害者施策の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御支援を賜りまして厚くお礼を申し上げます。
　本日は、今年度、第2回、第3回のワーキングチームにおいて、御議論いただいた内容を御報告いただきます。次年度は、今年度御議論いただいた内容に昨年度御議論いただいた内容を加えた重点課題のもとに、次期の計画策定のための議論を継続いただくことになります。
　重点課題は、本日いただきました御意見を含め、取りまとめたいと考えておりますので、委員の皆様には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、今年度の今後のスケジュール、ならびに次年度のスケジュールにつきましては、改めて詳細を事務局から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
　最後に、本日の協議会が実り多いものとなりますことを祈念申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

（事務局）
　議事に入ります前に、本日お配りした資料の確認をさせていただきます。

　～　配布資料確認　～

　それでは議事に入らさせていただきます。本協議規則第６条第１項により議長を会長にお願いいたします。それでは岩崎会長、どうぞよろしくお願いいたします。

（岩崎会長）
　よろしくお願いいたします。円滑な議事の進行について、本日も御協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
　はじめに、本協議会規則第９条第２項の規定により、議事録署名委員を指名させていただきます。石橋委員と菊池委員のお2人にお願いするということでよろしいでしょうか。

　～　石橋委員、菊池委員了承　～

＜３ 議事＞
（岩崎会長）
　よろしくお願いいたします。
　それでは、議事に移ります。
　第９期埼玉県障害者支援計画に係る重点課題についてということで、まずは、第２回、第３回ワーキングチームの検討状況報告をしていただくことになります。
　１１月、１月に第２回、第３回のワーキングチームが開催されました。
　そこで議論された内容や今後の検討の方向性等について共有したいと思います。　
　それでは、各ワーキングチームのリーダーから１５分程度で御報告していただきたいと思います。Ａチーム、Ｂチーム、Ｃチームの順でお願いいたします。
　それではまず、Ａチームの報告に関しまして、リーダーの松本委員からお願いいたします。

（松本委員）
　Ａチームリーダーをしております松本です。よろしくお願いいたします。
　Ａチームではチームの委員の方が６名と、第２回、第３回会議とも下重委員が参加してくださり、７人で検討を進めてまいりました。
　資料１にＡチームにおいて、どのような話がされたか概要が載っておりますが、まとめながら皆様に御報告させていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
　Ａチームにいただいているミッションとしましては、障害理解の促進、差別対象に対してどのような対策を行っていくか、ということがＡチームに課せられているミッションということになっております。
　ですので、障害理解の促進や差別解消に関しての重点課題の洗い出し、並びに絞り込みを行ってきました。
　第２回目のワーキングチームでは、委員の皆様に付箋を使ってもらい、自由に重点課題の候補を挙げていただきました。委員の皆様は、大変バックボーンが豊かであったり、キャリア豊富、経験豊富な方が揃っておられましたので、かなり網羅的な深い議論と内容で重点課題候補が洗い出せたと思っております。
　たくさん出た重点課題候補や意見を１１のカテゴリーに分類しました。
　３回目のワーキングでは、前回の議論を振り返りながら、抜け漏れがないかという確認を行いました。
　その結果、新たに４つのカテゴリーが抽出されております。
　細かい点を御説明申し上げますが、
　１つ目として、災害時、避難所等における理解不足と差別の問題。
　２つ目として、医療的ケア児への理解の問題。
　３つ目として、高齢化や難病等で支援が途切れるという課題に対する問題。
　４つ目として、芸術文化等の鑑賞支援を通じた交流機会の拡大の必要性。
　の４カテゴリーです。
　これを加えた合計１５カテゴリーの重点課題が洗い出されました。
　このカテゴリーについて、かいつまんで御説明をさせていただきます。
　まず１つ目、教育や学びの場における理解の促進。
　障害や病気の早期発見、早期療育が重要視されているのはいいのですが、それが結果的に分離になってしまっている現状があるということを踏まえながら、義務教育、高等教育において、障害理解のカリキュラム化が必要なのではないか。障害のある子とない子の交流の機会、ともに生きる共生体験、この不足をどのように補っていくかという問題があります。
　そのため、先程申し上げました義務教育での障害理解のカリキュラム化や、総合的な学習の時間の創出、NPO、社会福祉協議会による福祉教育の活用が必要ではないかという議論が１つ目のカテゴリーです。
　２つ目、体験格差、余暇、生活の質の問題です。体験格差は今、子どもの貧困、子どもの生活困窮に絡んで、経済的に余裕がないから、例えば東京ディズニーランドに連れて行ってあげられない、キャンプに連れて行ってあげられないといったことが、子どもの発達や成長にものすごく悪い影響を及ぼしているのではないか、というトピックとして注目されています。
　障害のあるこども、障害のある大人の方もこの体験格差という問題が絡んできますので、この体験格差をどのように埋めてくか。余暇の質、遊ぶこと、旅行等、余暇の機会をどのように保証していくのかという、障害理解促進・差別解消のカテゴリーです。
　３つ目、就労・雇用、そして経済的な格差のカテゴリーです。障害のある方の賃金が低い、非正規雇用が多いという現状を踏まえながら、なぜ一般就労が進まないのかということを検証していかなくてはいけない。
　そこには企業側が感じる障害者の方々を雇用するメリットが見えにくいのではないかという議論も出ました。
　これに対し、企業間の好事例を共有、情報交換するようなことが、理解促進、差別解消に必要なのではないか、という議論が出ております。
　４つ目、企業における理解促進、合理的配慮といったものに関する研修の必要性です。
　新たに理解促進、合理的配慮の研修をやることも必要ですが、例えば今現在、企業で行っている色々な研修、ハラスメント研修等既存の社内研修に合理的配慮や障害理解を促進する内容を組み込むことも良いのではないか、という提案も出ております。
　さらに難病、身体、精神障害のある方等障害種別ごとに異なる配慮についても、学ぶ研修の機会が必要なのではないかという御意見も出ております。
　もう１点、障害当事者が企業研修に出向き、自ら語る、伝えるという仕組みが必要なのではないかという意見も出ました。この点は埼玉県オリジナルの大変優れた事業として彩の国いろどりライブラリーがありますが、同事業に話がつながっていきます。
　５つ目、社会参加、政治参加です。特に選挙における投票所までの移動が非常に困難であること、郵便投票の手続きが非常に煩雑で使えないという現状が話合われました。
　代理投票ができるのではないかという意見も出ましたが、投票内容が代理人に知られてしまうということに当然抵抗感があることも御意見が出ました。
　現実的かどうか不明ですが、県独自の移動投票所など新しい仕組みの提案ができる良いという意見も出ました。
　選挙、政治に参加しやすくなる、投票しやすくなるということに関して、障害理解、差別解消にどのようにアプローチしていこうかというカテゴリーです。
　６つ目、住まい、生活支援、支援ネットワークのカテゴリーになります。住宅の確保が非常に困難であるだけではなく、住み続けるための支援も必要であり、この両方をどのように展開していくのか。
　あと近隣トラブル等も時々起きると思いますが、間に入っていただけるような支援者が必要ではないか。この点、他のワーキングチームの検討課題になるのではないかと思いますが、その点について障害理解促進、差別解消の側面からどのようにアプローチしていくのか、というカテゴリーです。
　７番目のカテゴリーとして医療アクセス、健康格差です。例えば、精神障害のある人が体の病気にかかっても一般病院で受け入れてもらえないような現状が実際にある。
　あとは身体障害のある方、知的障害のある方に関して、歯科治療が非常に困難だという実態があること。
　こうした障害の有無によって、医療や健康に格差が生じているということに対して、差別解消や障害理解促進の観点からどのようにアプローチしていけるのか、というカテゴリーになります。
　８つ目、交通、移動と見えにくい障害への理解に関するカテゴリーになります。
　電車やバスに優先席がありますが、優先席をめぐってのトラブルが結構ある。誤った誤解による非難などがあることについて、理解促進が図れないか。
　また、パーキングパーミット制度は理解が不足している状況にあります。この制度を、身体障害のある方が利用するのは皆さんが分かっていることですが、内部障害の方がこのパーキングパーミット制度を使うと、そこは障害のある人のためのところだから止めるな、と言われてしまうこともある。
　目に見えにくい病気、障害、内部障害なども含めて、どのようにこの問題に取り組むべきか、というカテゴリーです。
　９つ目、意識啓発、文化づくり等のカテゴリーになります。
　今お話ししたように優先席、パーキングパーミット制度等、法律や制度は、障害者差別解消法を含めて存在はしていますが、国民の意識がそこに追いついていないし、機能していません。
　そのため、障害のある方が駐車すべきところに健常者が駐車していることも多々あります。
　こうした現状を踏まえて、出来れば幼少期からの継続的な障害理解教育の重要性が本カテゴリーでも話題に出ました。
　そもそも優先席等という名前や制度がなくても、誰でもどこでも譲り合えるような文化を私たちが作っていくことが大切だということと、もう１点、私が重要かつ必要な意見だと思ったのが、障害者は助けてほしいだけの存在ではなく、社会の一員として役割を持ち、それを果たしたいという障害当事者の方の思いや願い、本来あるべき姿ということをきちんと理解促進、差別解消の中に織り込んでいく必要があるという意見です。
　最終的に皆が住んでみたいと思うような埼玉というような県のブランドが作れると良いよね、という夢も語りました。
　１０番目、障害当事者の方の語り、講師制度の話も出ました。
　埼玉県には彩の国彩りライブラリーという他県にない埼玉オリジナルの非常に優れた事業があります。
　障害当事者の方を語り手として、講師として登録をして、その方々に語りをやってもらいたいという学校、企業等と講師をマッチングしていく仕組みです。
　この事業は、全国で例はない、優れている事業だと思っています。
　現状としては、語りたいという障害当事者がいる。しかし、語らせていただける場がない。活動の場、活躍の場がないという実態があります。さらには学校でも生徒、児童に対して障害のある方からお話をしてもらいたいと思っても、どこに語りをやってくれる障害当時者がいらっしゃるのかが分からない。
　お互いに求め合っているけれども、出会えない現状に対して、埼玉県はマッチングの仕組みを作っています。
　現在は身体障害のある講師のみ登録されている状況ですが、これを知的障害、精神障害、発達障害、難病等内部障害をお持ちの方等の講師も確保すべきとのことから、講師登録基準を定めることになっています。
　併せて、講師の方々に対する研修動画を作成する方向でＡチーム委員の皆様と事務局と相談を進めています。
　語りが持つ効果は凄まじく大きいので、その語りの効果、魅力を講師の方々に伝えることと併せて、やり方を間違えると、逆に差別や偏見を生んでしまう恐れがあることをお伝えする内容にすることを考えています。
　福祉教育の関係者からは「負の福祉教育」と言われていますが、逆に差別と偏見を生むことがあります。
　よくあるのが、「障害者はかわいそう。」「障害のない私たちは障害者を助けてあげなければいけない」という内容の感想文を小学生が書くことがあります。
　悪くはありませんが、決して良い感想ではありません。
　障害者が助けてもらうだけの存在ではないという点が抜けてしまう福祉教育をしてはいけませんので、その点を講師の方にも分かっていただきたいと考えています。
　受講してくれた生徒、児童、企業の方々が障害のある方々への理解を深め、一緒に生きていく、働いていくということに思いを馳せる。思うだけでなく行動に移せるような語りができるといいと考えています。
　現時点で、私の方で講師向け研修シナリオを作っております。整ったところで、Ａチーム委員の皆様と共有し、講師向け研修の内容を固めていく作業に入ります。
　１１番目、制度設計、福祉サービスの枠組みが、障害のある人の生活実態を踏まえていないと思われる制度設計になってしまっているので、これをどうにかしないといけないという点。
　１２番目、災害時、発災時に受入れ拒否が起きています。
　障害があっても、安全に避難所で過ごせる、命をつなげるという点について、仕組みだけではなく、普段から障害のある人と接していたり、顔見知りであることによって、発災時、非常時に障害のある人に対する、差別、排除を防げるのではないか、というカテゴリーになっております。
　１３番目として、医療的ケア児への理解です。医療的ケア児の移動用の折りたためないバギーが電車内等でベビーカーを折りたたまないマナー違反等と誤解され、怒鳴られるような事態が起きているそうです。見た目では分かりにくい支援ニーズの可視化ということも含めて、折りたためないバギーでの移動がきちんと保証できるような県民意識の促進をしていかなければならない、というカテゴリーです。
　１４番目、高齢化や難病等で支援が途切れる問題です。介護分野はケアマネージャーから情報が届きやすいですが、障害分野には同様の仕組みが十分に整っていません。そのこともあり、利用できる制度・仕組があっても十分に知られていないし、障害者と福祉サービスがつながらない現状があります。
　この点をどのように理解促進していくかというカテゴリーです。
　最後１５番目、芸術文化観賞支援、これを入り口にした交流機会の拡大というような提案もありました。埼玉県のもう１つの最大の強みとして、芸術文化が障害分野と密接しているという点です。
　バリアフリーコンサートといった取組があるとのことで、芸術や文化を媒介にして交流あるいは理解の促進、差別解消につなげないかという話が出ました。
　以上、１５カテゴリーに整理しておりまして、今後、意見の絞り込み等作業の進め方としては、一旦事務局において意見集約をしていただき、今後、Ａチーム所属委員の方々と協議を重ねる等して、重点課題整理と絞り込みを進めていく予定であります。
　以上となります。

（岩崎会長）
　それでは続けてＢチームに関しまして遅塚委員からよろしくお願いいたします。

（遅塚委員）
　それではＢチームの第２回目、３回目ワーキングチームの概要について御説明いたします。
　２回目のワーキングＢチームのテーマとしては障害者の地域生活の充実、社会参加の支援、それから就労支援、この日については、伊豆潮風館及びおおぞら号に係る提言案について話し合われたところでございます。
　第１回目のワーキングで地域移行について考えるのであれば、まず入所施設の暮らしの現状を調査すべきではないかという御意見がありまして、それに関連して、２回目のワーキングチームでは、社会参加と地域生活や社会参加の支援について、入所施設の暮らしの中で、障害当事者の意思決定が尊重されている必要がある。そのようなことについてアンケートのような形式で調べるべき、との意見が様々出ております。
　次に、第１回目のワーキングでは、障害者の健康診断について御意見がありましたが、第２回目では障害者の歯科診療についての御意見がありました。
　県としても色々やっていただいているところですが、地域の歯科医でも障害者が治療を受けられるようになって欲しい、との御意見がございました。
　次に、グループホーム分野には営利企業の参入が増加しているという状況がありまして、サービスの質の確保について取り組みを行うべきではないかとの御意見がございました。
　また、Ｂ型事業所の在宅就労について、色々な課題があるのではないかとの御指摘がありました。
　それから、Ｂ型事業所については実態把握が重要である、Ｂ型事業所の中でどのような種類のサービスが提供されているのか等について把握するべきではないかとの御意見がございました。
　次に、入所施設について、入所されている方の土日部分の生活に対する報酬が算定されていないとの御指摘がありました。
　それに関連しまして、入所されている方の生活を豊かにしていくためには、入所施設における外部サービスの利用について可能とするよう検討すべきではないかとの御意見がございました。
　また、福祉施設をはじめとして非常に人材が不足をしていることから、人材不足については委員の方々から実態に関する御意見がございました。
　ぜひ、次期計画には、より強い表現で人材不足への対策について盛り込むべきであるとの御意見がございました。
　次に一般就労についてですが、一般就労と一口に言っても、特例子会社に就職する場合や、あるいは一般企業に就労はしているということに契約上はなっているのですが、働いている場所が福祉農園等などに集まって就労しているという実態があります。
　雇用率自体が上がっていても、働いている中身自体をしっかり把握していかないといけないのではないかとの御意見がございました。
　次に３回目のワーキングチームについてです。
　テーマとしましては、２回目に同じく地域生活の充実、社会参加の支援、それから就労支援について、意見交換がされたところでございます。
　３回目につきましては、障害者支援課から、計画におけるＢ型事業所の目標工賃の設定について委員の御意見を伺いたいとのお話がありました。
　障害者支援課からの説明に基づき、目標工賃についての議論をしたところでございます。
　目標工賃につきましては、実態としては、事業所の職員が働いて、工賃を確保している実態があるのではないかとの御指摘がありました。
　また、工賃にかかる計算方法についてですが、事業者側からみますと、今回、日ごとの工賃で計算するようになって、実態には近づきましたが、本来は、時給をもって比較することが、より実態に近いという面があると同時に、生活者としての利用者目線から見ると、実際に自分が月にいくらもらえるのかということが大事になりますので、１つの視点だけで目標工賃を設定するのは、難しいのではないかとの御意見もございました。
　働く実態や、関わる方の立場も様々ですので、色々な指標で現場の実情を把握できるように考えた方がいいという御意見や、目標額だけが独り歩きしてしまうことは避けるべきであるとの御意見、また、同じような御意見として、工賃のみに焦点を当てるべきではない、との御意見がありました。
　また、目標工賃の設定にあたりまして、障害当事者がどのような生活をして、どのぐらいの工賃、年金が必要なのか。合計額で生活を保障していくという視点から対応すべきではないかとの御意見もございました。
　また、元々Ａ型事業所での事業運営を企画していた事業者が、Ｂ型事業所の事業形態でオープンするに至ることもよくあります。その場合には工賃実績が高くなる傾向にあり、工賃実績をもとに目標工賃を計算している場合において、一部の事業所が全体の平均を引き上げている実態があるのではないか、とのお話もございました。
　また、先程と共通の話になりますが、あくまで生活するための目標工賃をどうすべきか考えるべきであると捉えている中で、少しでも高い工賃を目指すためにどうすべきか、という別の視点が混ざってしまうと、行き違いが生じてしまうので、注意すべきであるとの御意見がありました。
　全体としては、１種類の目標工賃を指標として打ち出すということの問題点が委員の皆様方から指摘されたと理解をしております。
　次に、第１回、第２回に引き続き、生活実態を把握するアンケートについての御意見がございました。
　入所施設入所者に地域移行の意思確認を義務付けるよりも先に、まず現状の実態把握をするのが必要であり、それと同時に、最近多く設立されているグループホームの実態調査も必要ではないかとの御意見がありました。
　アンケートに関する御意見につきましては、内容に関する御提案や、アンケートの回数が１回のみでは実態把握は難しいのではないか、あるいは方法について。また、満足度調査を行う場合に、誰から見た満足度なのか、捉え方によって答えが変わってくるのではないか等様々な御意見があり、アンケートについては再検討が必要との御意見にまとまったと理解をしております。
　次に、入所施設について、従来４人部屋がベースだった時代が長いですが、それを２人部屋、あるいは個室にする動きがありますが、それについて、複数の課題があるのではないかとの御指摘がありました。
　また、以前は自治体職員がよく施設を訪問して相談に乗ってくれたり、監査担当職員に同行してくる施設担当職員が施設の利用者に直接ヒアリングをする、施設内見学をする等して暮らしの実態を把握しようという姿勢が昔はあったが、現在では監査も加算のチェックに終始する等やることが多くあるため、生活実態を見る、把握するといったことをしていただけなくなっているのではないかとの御指摘がありました。
　アンケートに関しましては、それだけでは分からないことも多いので、実際に施設の様子を見て、施設職員等と話をする等して実態把握していただけるとよいとの御意見がありました。
　続きまして、第１回目には健康診断について、第２回目には歯科診療について御意見がありましたが、第３回目では、一般医療に対するアクセス全般に関して御意見がありました。
　まず、精神障害のある方が精神科病院以外の一般医療にかかる際、入院を断られてしまうことがあるということ、知的障害がある方の場合には、緊張して暴れてしまうことがあるので、歯科診療だけではなく、適切な医療自体が受けられないこともありえること、同様に、重度身体障害のある方も、一般外来にかかれないことがあるとの御指摘がありました。
　障害者歯科については、県としても色々な施策をやっていただいているが、同様に歯科ではない医科診療についても、県として何か対策を検討していただければとの御意見がありました。
　また、障害当事者とその高齢になった保護者がそれぞれ施設入所する場合に、親は親で施設に入って、子どもは子どもで別の施設に入るということがあります。そのため、親子の居住地が離れてしまう事態が発生していますが、出来るだけ物理的に近い距離にそれぞれ入所できるよう対策を講じていただければ、との御意見がありました。
　さらに、入所待機者リストがありますが、その中で緊急度上位の待機者に対し、入所できる旨連絡しても、まだ入所は考えていませんと回答されることがよくあるとのことです。このことについて、緊急度の分析をもっと、しっかり補足していくことが必要ではないかとの御意見がございました。
　以上でございます。

（岩崎会長）
　それでは引き続きまして、Ｃチームでの議論概要をお伝えしたいと思います。
　Ｃチームでは、共に育ち、共に学ぶ教育を推進すること、安心安全な環境を作ることを、課題として議論を進めてまいりました。
　まず、療育と教育について、質の高さ、専門性を確保していくということが大きな話題となりました。
　他のチームとも共通しますが、やはり人材が不足しているという点と、教育体制の問題が論点となりました。
　療育事業については、埼玉県障害児等療育支援事業が話題になりました。委託先の専門職の配置や質の評価が不透明であるとの御指摘が委員の皆様からありました。
　専門性の高い人材を確保し、きちんと評価ができる、そういった仕組みづくりの必要性があるとの御意見です。
　また、一般の学校に対する引きこもりの方たちの問題点、あるいは不登校の子どものことも話題になりましたが、特別支援学校や支援学級における不登校の実態が分かりにくいので、その把握についても話題に上っています。
　学校の支援がどのようになっているのか、あるいは専門家による研修の充実が求められました。
　それから重複障害児への教育の問題です。例えば、聴覚障害と知的障害等の重複障害児に対して、あまりにも専門知識を持つ教員が不足しているのではないかとのお話も出ております。
　教員の交流人事や専門性の高い人材育成、重複障害児学級の設置状況の確認ということも話題に上がりました。
　ここまでが第２回ワーキングチームでの議論です。
　３回目のワーキングチームでは委員からの質問に県教育局から回答をいただきました。　
　重複障害児学級というものが、どのぐらい設置されているのかとの質問に対し、確認していただいた結果が、幼稚部で10、小学部で367、中学部で194、高等部で228、合計で799学級とのことです。
　すごく多いと感じます。全学級の約1/3が重複障害学級になっているという状況を教えていただきました。
　教員の専門性向上のために、教育・研修をどのように行なっているのかということについても数を教えていただきました。
　教員を対象とした研修として、ええ、毎年度実施されていて、500名前後の教員の方達が受講を申し込んだとのことです。
　事務局から修了者数を参考までに聞いていただきましたが、修了者数は非公表との回答が来ております。
　議論はインクルーシブ教育に移りまして、本来であれば通常学級で共に学ぶことが求められているのではないか、ということが話題になりました。
　それは障害者権利条約において、インクルーシブ教育を進めていくということが打ち出されていますし、国連における2022年の統括所見でも非常に手厳しく、日本の現状が批判されたということがあります。
　そのため、きちんとした環境整備がないまま、インクルーシブ教育を進めるといっても、なかなか進んでいかないとのことで、手話通訳等の環境整備や、子どもが共に学べるということに関して、環境整備がもっと必要なのではないかとの話がされました。
　その一方で、以前よりも特別支援教育に関するニーズが増えている。それは、共働きの御家庭が増えたこと、あるいは一般の小学校に行くよりも専門的な支援をしてもらえるとの期待から、特別支援学級、あるいは学校のニーズが高まっているわけですが、そうなることによって、よりインクルーシブから遠ざかってしまう。分けられてしまうことで、卒業後の進路等においても障害のある人とない人が分けられてしまうという事態が、継続していくことについて、強い懸念が示されました。
　続いて、安心安全な環境を作るというテーマについて、防災に関する情報保障の問題は、いつも障害のある方達の課題として挙げられます。
　災害が起こったときに障害のある人達の命を守る、そのためにもっと具体的な仕組みが必要なのではないかとの意見が集中しました。
　聴覚障害の方たちのお話の中では、避難所では手話奉仕員という、日常会話の手助けをしてくださる方が配置されることがありますが、実際に重要な書類、例えば建物が倒壊し罹災証明等を受けるといった専門的な話題の場合は、手話通訳者でないと正確に通訳できません。
　そういった人材確保が求められているといった話題、また、障害特性を伝えるヘルプカードの普及について、もっと市町村に働きかけるべきとの話題も出ました。
　また、障害者手帳が紙ではなく、カード、スマホアプリのような形式で使えるようにはなってきていますが、それらが更に推進されることによって、万が一の時に利便性が向上するのではないかといった話もありました。
　さらに、もっと根本的な問題として、実は埼玉県内で、個別避難計画の作成があまり進んでいないとのお話も出ました。
　そのため、医療的ケアが必要な子どもだけではなく、成人も含めて、災害の時に誰がどのように助けるのか、個別支援計画、避難計画を作成すること、それから電源をどのように確保するかといったことといった対策をもっと具体的に計画に盛り込んで備えるべきなのではないかとの意見が出ております。
　次に、医療現場で発達障害や知的障害のある人が安心して受診できるように、治療の順番や内容を可視化した手順書を医療機関には作ってほしいとの意見が出ました。
　それ以外に議論が盛り上がったのは、議論を通じて、色々な制度を作るように、等のお願いをしても、市町村に意見が伝わる際に、市町村格差や温度差があり、課題の解消に至らない、まどろっこしさがある、との意見が出ました。
　計画として、これまでの意見をまとめて、出していただいたとして、じゃあそれが県内に行きわたるようなことを、是非お願いしたいとの趣旨です。
　それから最後に、災害にしても、教育についても、繰り返しになりますが、皆さんがおっしゃっていたのは、人材不足の深刻化です。これは、どのワーキングチームにも共通する課題になると思います。
　また、防災、災害対策に関して話されたことすですが、現在、県が作成している災害時の障害者等を支援する対応マニュアルの記載が古く、実効性にかけるとの意見が出ました。同マニュアルについては、現在20年ぶりとなる刷新作業が行われていると聞いております。
　同マニュアルには障害当事者団体の御意見も反映させて作る予定と伺いました。
　Ｃチームの報告は以上でございます。

　それでは報告は以上となりますが、各ワーキングチームの検討状況について、皆様にも共有していただけたかと思います。
　次に意見交換に移らせていただきたいと思います。
　次年度、次期計画の策定作業年度となりますが、今の報告を受けていただいて、各チームの議論の内容が、重点課題としてまとめられていくことになります。
　そのため、抜け漏れや、委員の皆様が気になっていることが、きちんと含まれているか等、是非御意見がございましたら、よろしくお願いします。

（川津委員）
　私はＣチーム所属なのですが、Ａチームに対して資料を読んで分からない点がありましたので、確認させていただきます。
　投票所の中で掲載されている文字情報が多くて分かりにくい、と書かれていましたが、実際に私が投票所に行った際に文字情報を見たことがないと思っていまして、この意見に関して、投票所の状況がどのようなものだったのかが把握できませんので、分かる範囲で教えていただきたいと思います。
　そのうえで、計画の中に盛り込むかどうか、皆様と一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

（松本委員）
　御意見ありがとうございました。投票所に掲載されている情報が文字情報ばかりで分かりにくいという意見が委員の方から出ました。
　投票所の中で、投票所ごとに差があるということはあまりないと思うので、この意見を言っていただいた委員のお気づきになった点なのかと思います。
　このことについて、一度持ち帰り、投票所がどのような状況だったのか、実際の選挙の実施方法、現状を確認、検討しまして、改めて御回答することでよろしいでしょうか。

（川津）
　承知いたしました。

（遅塚委員）
　遅塚でございます。
　障害者に対する虐待について、ほとんど毎日ニュースで報じられている現状を考えると大きな課題であると思っています。
　ここまで、それぞれのワーキングチームの検討の中では、特段、御意見がなかったのだと思いますが、是非、今まで以上に推し進めるという姿勢で取り組んでいただく必要があると思います。

（岩崎会長）
　ありがとうございます。それは本当にごもっともなことですね。
　これはＡチームの所掌分野ですので、今後、Ａチームにおいて、議論を深めていただきたいと思います。

（松本委員）
　この点はＡチームで検討するのか、障害者虐待の防止、あるいは通報制度等の仕組みの問題として扱うのか、あるいは虐待してはいけませんという理解促進の部分で盛り込むのか、整理が必要と思います。
　今後、どのように整理していくとよいでしょうか。

（事務局）
　現行計画の冊子44ページになりますが、虐待の防止という項目自体は既に設けられております。
　そのため、現行計画の施策として挙げさせていただいているものについて、内容を御確認いただいて、不足があれば加える作業が生じます。
　現行計画は、令和５年度に策定しましたが、策定後３年間で進捗が図られている部分があると思いますので、あるいは、それを補充させていただく等の作業が生じる可能性もあると思います。
　事務局側から委員の皆様に現状を御説明させていただきますので、委員の皆様の視点から、不足、拡充等の御意見を出していただく作業を次年度させていただければと思います。

（松本委員）
　分かりました。ありがとうございます。

（神月委員）	
　今回、事務局から目標工賃額設定の点で、意見照会がありました。少しずれてしまいますが、目標工賃に関しましては、就労継続支援Ｂ型事業所の存在意義を、今回の照会を受けて、皆様にもっと理解していただきたいと切に思いました。
　安心して働く場、仕事に取り組む場を提供することを、私達は第一に考えています。
　障害があっても働くことを実現できた。その点を非常に大事にしているということを、皆様に知っていただきたいということを踏まえて、目標工賃に絞った照会が、何故このようになっているのか、知りたいと思っています。
　
（岩崎会長）
　先日、委員の皆さんにメールで、新たに県として目標工賃月額を設定するにあたり、意見照会があった依頼内容を改めて説明していただきたいとのことですね。
　事務局から御説明お願いします。

（事務局）
　障害者支援課です。
　今回、目標工賃を新しく定めるにあたり、意見交換をお願いした趣旨としましては、令和５年度から国が目標工賃の算定方法を変更いたしました。
　そのことによって、目標工賃月額の算定結果が変わりましたので、それに合わせて県も同月額を見直したいという趣旨と、今現在、埼玉県の目標工賃が2万円ですが、これが平成24年度に定められたものです。この間、社会情勢の変化が色々ありました。
　国の目標工賃算定方法の変更と、この間の社会情勢の変化等を踏まえて、この機に目標工賃月額を見直したいと思っております。
　今お話いただいたように、事業所によって、毎日安心して通う場所があるという点を非常に重視している事業所もあるということは承知しております。
　今、委員の皆様に意見照会しているところですが、私達も、事業所によっては、なるべく高い工賃を出したいという事業所もあれば、毎日安心して通える場所をきちんと提供したいという事業所等、色々な事業所があると考えております。
　それを踏まえまして、事業所が一番、利用者の個々の状況を把握してるのではないかと考えました。
　各事業所が算定している目標を基礎資料とし、それを踏まえて、県が目標工賃月額を定める算定方法にしたいと考えております。
　一度、事業所の皆様に目標を伺ったうえで、県の目標工賃を定めるという案を示したつもりでございます。
　そのため、事業所が様々な考えをお持ちであることは、私たちも承知しているところでございます。

（神月委員）
　ありがとうございます。
　工賃に関しては、事業所として色々と思うところがあります。
　そもそも行っている事業がそれぞれ違う中で、平均の工賃を出していくことが、果たし妥当なのか、というそもそも論もあるかと思いますが、御説明ありがとうございます。

（事務局）
　１点補足させていただきますと、2/6にメールで委員の皆様に意見照会させていただいております。3/13まで意見照会期間を設けておりますので、同メールを御確認いただければと思います。
　よろしくお願いいたします。

（亀岡委員）
　今、目標工賃の設定について話題に出ましたので、教えていただきたいのですが、この目標工賃月額を設定する以前に、埼玉県は首都圏なのにも関わらず、なぜ工賃実績額が全国41位と低いのか、実態把握されていたら教えていただきたいと思います。
　また、長野、岩手は目標工賃月額５万円以上と高くなっていて、内容はどのようなことをやって、どのように工賃が上がっているのかを知りたいと思います。
　また、就労継続支援Ｂ型事業所受注拡大ステーションがあると聞きましたが、そこで企業とのマッチングや、専門家の派遣等をしていると聞いたことがあります。そこでの成果を教えていただきたいです。

（事務局）
　目標工賃月額の全国順位が41位という点についてですが、首都圏の方がどちらかというと下位に多い傾向があります。
　今おっしゃっていただいた長野や高知が工賃が高いですが、一次産業、例えば農業、漁業といった分野で障害のある方の活躍の場があると認識しております。
　首都圏の工賃が低くなってしまう理由、特に我々の順位が低いのは、事業所の数が非常に勢いよく増えているということが一番の大きな理由です。
　どうしてもオープン間もない事業所ですと、まだ仕事がきちんと確保されていない状況があり、工賃が低めに出てしまいます。
　その中で、新しい事業所が毎年どんどん増えていくため、なかなか工賃が高くならない大きな理由となっていると考えています。
　次にB型ステーションについてですが、同ステーションは令和６年６月から開設しまして、企業、個人事業主の方々から、どんどん問い合わせはいただいております。
　今までは公的な行政機関等からの仕事のマッチングをメインにやっていましたが、民間の需要も取り込み、出来るだけ障害のある方の活躍の場を増やそうとの趣旨のＢ型ステーションを開設して、民間の需要も非常に多くいただいておりますので。
　それなりの成果が出ていると認識しております。

（酒井委員）
　医療へのアクセスの課題が各チームで議論されています。精神疾患をお持ちの方が内科治療を受けにくいことや、歯科治療の難しさ等が各チームで話されておりました。
　本当にその通りだと思いますが、加えて、現場で支援をしていて、医療の問題として非常に痛感するのが、検査の難しさとリハビリの難しさです。
　MRIやCTといった検査は、障害当事者の不安から拒否が強いです。
　少し時間をいただいて本人の気持ちが向くまで、気持ちが切り替わるまで時間をいただいたり、何回かトライさせてもらえれば出来るだろうと思われる方も、医療機関からすぐに簡単に、もう無理ですね、と言われて検査を打ち切られてしまうことに、非常にもどかしさを感じることが多いです。
　特に、重度知的障害の方は、体調の異変を自分で訴えることができないので、ことさら検査が大事なはずですが、検査のハードルがものすごく高いことについて、本当に何とかならないかと考えています。
　場合によっては命を縮めてしまうことにもなりかねません。
　病院等に対し、一事業所だけから色々要望しても、中々取り合っていただけない難しさを感じています。
　同じように、リハビリについても、すぐにリハビリの意思がありませんね、と簡単に諦められてしまうこともあります。
　当事者は、障害に加えて様々な疾患を抱えていますので、リハビリがきちんとされれば、その後の障害の重度化も軽減されるはずなのに、トライさせてもらえないことは日々良く起きています。
　どのような施策があれば、現状が変えられるのか、すぐに思い浮かびませんが、何らか検討していただきたいと思います。
　病院等に働きかける、研修を実施する等の施策を盛り込んでいただけないかと常に感じております。

（下重委員）
　先程の工賃に関連しての意見です。
　私が就労継続支援Ｂ型事業所で働いている賃金が１か月6,000円という話をワーキングＢチームでお話しさせていただきました。
　地域移行ということで、入所施設からグループホームへの移行が話題になっていますが、自立生活を送ることができるように、障害者がグループホームを利用して地域で生活するための生活費の算定の中で、目標工賃２万円を設定した説明がありました。
　障害者年金が１か月６万９千円。家賃補助がグループホームで１万円。目標工賃どおりにもらえると工賃が２万円。
　合算しても生活保護費より低額です。
　私は、障害があるため、フルタイムで働くことができないので、１か月だいたい6,000円ぐらいしかもらえません。
　なおかつ、私は今、グループホームではなく１人暮らしをしています。
　障害者年金と、この6,000円で生活をしていて、非常に苦しいです。
　次に、災害時避難や入院、通院などで障害者が断られる等の問題が話題に出されています。障害のない人とある人と一緒にいないとお互いに分かり合えないと思います。
　アクシデントがあることは承知のうえで、自分達がどんどん街中に出ていくことが大事だと思っています。そうして、初めて理解が生まれると思います。
　次に、インクルーシブ教育のための環境整備についてです。
　私は養護学校で学びましたが、小学校程度の勉強しかしていません。
　色々な勉強、経験を、本当は小学校、中学校で皆と一緒にしたかったです。
　埼玉県はともに学ぶ教育を掲げていますが、むしろ特別支援学校や特別支援学級に行く子供の数がどんどん増えています。
　今現在、障害のある人と出会ったことのない学生が、障害のある学生と出会った時、どう付き合っていいかわからないというようなお話もありました。
　私達は、一緒に育つ権利があります。お互いを理解するためにも、小さい時から一緒に学び、育つことが大事だと考えています。
　グループホームで、障害年金と、家賃補助と、工賃で暮らすのではなく、工賃が安いため、生活保護を受けて、暮らしている人がいます。
　それは、やはり生活が厳しいから生活保護を受けている状況です。
　本当は、普通に暮らせるようになれば有難いと思います。

（岩崎会長）
　ありがとうございます。
　もう少し、工賃が高くなって、生活保護を受けないでも１人で暮らせる人達が増えれば良いな、というお話ですね。
　インクルーシブ教育のことはＣチームの報告でも、下重委員の御意見をお伝えさせていただきましたので御安心ください。
　お話が途中になってしまいましたが、医療を受けるということに話を戻すと、計画の中で色々なところに医療に関する問題が掲載されていますが、メインではどのチームで検討をすることになるのでしょうか。

（事務局）
　大柱「Ⅴ　安心安全な環境をつくる」の中の「２　保健・医療サービスの充実」という中柱があります。
　その中でリハビリに関すること等も触れられています。
　その点を強化する等が必要かと思います。

（岩崎会長）
　分かりました。そのことに関しては、本当に色々な地域で話題になっていて、歯科の問題もありますが、それだけではなく、色々な医療を受けるということについては差別問題にも繋がる部分もありますが、Ｃチームにおいて集中的に議論する項目とさせていただきます。

（林委員）
　委員の皆様に目標工賃に関する意見照会がされた際の資料の中に、第８期障害者支援計画等に関わる目標工賃についてというページがあります。
　同ページの５番目に、最低生活費を想定し目指すべき目標工賃の設定をされている県が記載されていますが、県の障害福祉関係課の皆様がいるので、あえて申し上げます。
　私も、目標工賃設定に関しては、最低生活費を重視すべきだと思いました。
　下重委員の御発言のとおり、障害者年金と工賃では生活することは難しいと思います。　
　本資料をいただいて、初めて、埼玉県では、このように物事を考えていらっしゃったことを知りました。
　工賃が安ければ家族の負担が増えます。また、障害当事者本人のやる気も削がれる問題があります。
　地域で生活していくことが目標ということであれば、生活保護を申請するよりも、年金と工賃で生きていけるように施策を考えていくべきだと思います。
　私の家の例ですが、子供が年金をもらってから、親は一切援助をしないように努力してきました。
　その結果、エアコンを部屋に取り付けるまでにお金を貯めさせようとすると８年程時間がかかることが分かりました。
　子供から、このままでは耐えられないと申入れがあったのを聞いて、これが障害者の実態なのだということを私は認識しました。
　すごくお金のかかることなので難しいとは思いますが、地域で暮らすという言葉を掲げている以上は、少しでも地域格差をなくしてほしいと思います。
　埼玉県は地域格差が本当に激しいので、それを助長しないような施策が必要であることを痛感しました。
　同様の家族がいることを承知していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

（岩崎会長）
　ありがとうございます。これは意見としてお伺いするということで大丈夫ですか。

（林委員）
　お願いします。

（遅塚委員）
　今、林委員からいただいた御意見について、Ｂチームにおいても、お話にあったような御意見があった反面、障害のある方の所得保障が必要だ、という観点と、工賃をいくら稼げるようにしようという観点は、近いようで、別の面もあるので、混同すると危険だと考えています。
　目標工賃を2万5千円、3万円にしなければいけない、といった１つの指標、数字だけが独り歩きすると、例えば、働ける障害のある方しか事業所を利用させない方がいい、あるいは、逆に工賃を上げられない事業所は存在価値が薄いといった話にもなり得るので、１つの数字だけで目標工賃を定めて終わりにするのではなく、多面的に様々な面から捉えた方がいいとの意見も出ました。
　林委員がお話された点は当然、必要な視点ですが、多面的な視点は忘れてはいけないと思います。

（亀岡委員）
　Ｃチームの報告でもありましたが、知的障害や発達障害のある方々が例えば歯科を受診する際、治療や検査等、だいたいこのような流れで進む、ということが想像できないため、怖い、となってしまいます。
　少し暴れてしまったり、大きい声を出して拒否してしまうということがあるので、歯科であれば、歯科治療の流れ・手順はこうです、というものを作っていただきたいと思います。
　歯科であれば、どこの歯科でもだいたい、治療の流れは似てると思いますので、どこの歯科でも使えるような手順書のようなものを是非、作っていただけたらと思います。
　私の息子が小さい時に、地域の歯科医院に行ったのですが、「お母さん、どうやったら治療できるかな」と言われて、それに対し、治療で行うことが予め分かっていれば落ち着いて治療出来ると思いますと伝えたら、写真で治療の場面を１個１個撮影してくれて見せてくれました。
　最初、口を開けて、次はこの機械で治療するよ、ここでこうするよ、といった流れを全て写真にとって渡してくれました。それを見て、息子も落ち着いて歯科治療が出来ました。
　そのようなことが大事だと思います。
　治療を受ける障害当事者の安心に繋がりますし、病院側としても患者が落ち着いていてくれれば安全に診療できます。
　受診できる病院の幅も広がると思いますので、ぜひ治療手順書の取組を進めていただきたいと思います。

（岩崎会長）
　御意見ありがとうございます。また改めてＣチームで一緒に議論させていただきたいと思います。
　他には御意見はありますでしょうか。

　～　意見なし　～

（岩崎会長）
　それでは皆様、御意見ありがとうございました。
　本日、皆様からいただいた御意見を含めて、事務局において重点課題としてまとめることで御了承いただければと思います。
　それでは次の議題ですが、埼玉県における伊豆潮風館及びおおぞら号に関する緊急提言についてということで、事務局から報告をお願いいたします。

（事務局）
　それでは、事務局から御報告させていただきます。
　１２月、本緊急提言を県に対し御提出いただきました。
　これを受けまして、県では団体の皆様から御意見等も伺いながら検討をさせていただきました。この検討結果に関しまして御報告させていただきます。
　まずはおおぞら号について御回答させていただきます。
　いただきました緊急提言に沿って御回答させていただきます。
　まず、提言内容１（１）についてでございます。改めておおぞら号の運行終了か継続か議論すべきとの御提言ですが、おおぞら号のニーズが高いということは、認めておりますが、リフト付きバスを運行する民間の貸切バス事業者もあることや、昨今の運転手不足により、繰り返しになりますが、来年度以降の運行が見通せない状況にあることから、令和7年度末をもって運行は終了いたします。
　障害のある方の外出や移動支援につきましては、民間バスを利活用して旅行できるように、障害者団体の貸切バス旅行への補助など環境整備に取り組んでまいります。
　既に県ホームページに、令和８年度当初予算案が掲載されております。
　障害者団体の方々にも、令和８年度予算案を県ホームページに掲載しておりますことは御案内させていただいておりますので、後程、御確認いただければと思います。
　来年度予算において、おおぞら号の代替措置を検討いたしました。この点が、提言内容１（２）代替措置の早急な検討と実施、に対する回答となります。
　障害者団体の方々が民間貸切バスを利用した場合の費用の負担軽減策として、バス会社が障害者団体の研修、旅行、レクリエーション等の移動手段として貸切バスを運行した場合に障害者団体が負担する費用の一部を軽減いたします。
　バス会社が障害者団体の貸切バス利用料を軽減した場合、同会社に対してその軽減分を補助するという予算を令和８年度当初予算案として提示いたしました。
　県ホームページに、令和８年度当初予算のページがございます。同ページには部局別記者発表資料というものがございまして、その中に代替事業が掲載されております。
　具体的な事業名は、障害者ユニバーサルツーリズムの促進です。部局別記者発表資料の２０ページに掲載されております。
　こちらが、県議会２月定例会で認められれば、費用の負担軽減が可能となります。
　バス会社が障害者団体から貸切バス運行を請け負い、費用を一部負担軽減し、その分を県に請求することとなります。団体に対しては軽減額を差し引いて請求される仕組にしております。
　そうすることで、団体の皆様が県に対して補助申請する手間がなくなります。
　次に、都内自治体のタクシー貸切事業、地域住民による福祉車両のボランティア移送等、先進事例の動向を検討すること、ドライバーやボランティアに対する研修が必要との御提言をいただいておりました。
　様々検討した結果、おおぞら号の代替としては、民間バスを利用した場合の費用負担軽減を提案をさせていただいたところです。
　また、障害者団体の方がスムーズに民間バスの利用に移行できる環境整備を進めるため、障害者理解について、県が直接バス会社への助言等ができるように、あえて県がバス会社と接触できる形を作っております。
　続きまして、おおぞら号を廃車せず、障害者交流センターの送迎バスとして再利用してほしいとの御提言をいただいておりますが、同センターにおける車両運行の可能性について、現地でも試走を行って検討いたしました。
　私も立ち会いましたが、おおぞら号は現行の送迎バスと比較して170cm程車両全長が長いため、交流センター敷地内ではバックして切り返さなければ曲がれない問題、同センター入口前の横断歩道上に停車することになってしまう問題、障害者用駐車場を一部潰さなければいけない問題が生じ、安全面に課題があるということで、指定管理者である埼玉県社会福祉事業団の同意も得られず断念いたしました。
　ただ、現在、県や県有施設において活用ができないか、県の物品処分の手続きにのっとって、利活用先を募集しているところでございます。引き続き、適切に処分を検討していく所存です。
　続きまして、障害者団体が安心してバスを利用できるよう情報提供することと御提言ををいただいております。
　埼玉県内で運行している民間のリフト付きバス運行会社は今、県が把握する限り、12社ございました。約30台のリフト付きバスが運行しております。そのうち県のホームページでの情報公表について同意があった11社について、年度内に情報を公表いたします。今後バス会社を探すときの参考にしていただければと思います。
　以上でございます。
　
　続きまして、伊豆潮風館につきまして、御提言いただいた内容にお答えさせていただきます。
　伊豆潮風館につきましては、存続について検討するように、ということと、万が一廃止の場合には代替措置を準備すること、と御提言いただいております。
　廃止か存続か、という点につきまして、同施設を廃止することは、現在、御利用いただいている県民の方への影響が大きいことを認識しているところです。
　一方で、障害のある方々の社会参加を進めるためには、現状のように県が直接施設を運営する方法だけではなく、民間施設で障害のある方の受入れが進んでいる環境を作ることも、本来県が取り組むべきことであると考えております。
　そのため、改めて本施設が果たしている役割を詳細に検証するとともに、障害当事者や障害者団体の皆様の御意見を伺いまして、県として、障害のある方々とその後家族への支援をどのように進めていくべきか含めて検討させていただければと考えております。
　また、代替措置の中で、バリアフリー対応宿泊施設に対する障害理解に関する啓発、同宿泊施設に関する情報提供を強化することと御提言いただいておりましたので、先程御紹介した障害者ユニバーサルツーリズム促進事業の一部として県内と、近隣都道府県についても、宿泊施設に対しての研修実施について、予算計上させていただいておりまして、県議会に諮る準備をしているところです。
　合理的配慮、心のバリアフリーを意識したうえで、窓口、お風呂、宴会場等の場面で、ホテル・旅館の従業員の方達の御対応方法、障害当時者・その介助者の方達が動きやすい物の配置、食事の調理方法等といったことについて、研修を行うことを令和８年度から考えております。
　伊豆潮風館の万が一の廃止に伴う措置ではないですが、御提言いただきましたので、同研修を先行して行わせていただきながら、伊豆潮風館のあり方についても検討を継続させていただければと考えております。
　以上になります。

（岩崎会長）
　御説明ありがとうございました。今の御説明に関して御質問等はありますか。
　障害者施策推進協議会としてお願いしたことに関して、ある程度誠意を持って事務局から御回答いただけたのではないかと思います。

（石橋委員）
　意見になります。
　今、御回答いただいた伊豆潮風館に関する対応として、障害者の社会参加のために同施設ではなく、一般の施設、民間企業を使ってほしいとの話がありましたが、障害者団体の中で伊豆潮風館を使う意見の１つとして、例えば、大きい声を出してしまう障害があっても、周りを気にせず使える、というものがありました
　その点については、改めて御認識いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（岩崎会長）
　御意見ありがとうございます。
　その点は中々難しいところですよね。そうは言っても障害のある方側が気にしてしまうということもあるし、苦情等につながってしまうと、相手の方もそうですが、障害のある方側も、より傷つくということもあります。
　石橋委員の御意見はごもっともと思いますので、よろしくお願いいたします。

（植村委員）
　御回答ありがとうございました。口頭で説明を受けましたが、障害者施策推進協議会あてに文書回答等はあるのでしょうか。

（事務局）
　最終的には本日の議事録として、回答内容を掲載させていただきますので、その際に御確認いただければと思います。
　最終的には県ホームページでも開示いたしますので、よろしくお願いいたします。

（岩崎会長）
　私も少し気になったのは、本日口頭のみでの御説明ということで、そういう意味では合理的配慮の観点からは不足があるかと思いましたが、まだ情報としてお出しいただけないものもあるから口頭形式での御回答となった、ということでしょうか。

（事務局）
　特に、予算案については、県ホームページに掲載させていただいていますが、県議会において承認されないと予算として成立しないこともあり、紙資料による回答の配布については現段階では難しいと考えました。
　また、御説明した内容については、本会議開催の直前まで検討していたこともあり、その点からも紙資料の配布が難しかったところです。
　最終的には議事録で、事務局回答を御確認いただけますので、よろしくお願いいたします。

（岩崎会長）
　議事録を配布していただく際は、御回答にあった情報が掲載されたホームページURL等も御案内いただければと思います。

（下重委員）
　盲導犬や介助犬等、一般の宿泊施設に入れるのか疑問に思います。
　田島委員にも御意見を伺いたいです。

（田島委員）
　盲導犬と泊まれる民間の宿泊施設は、例えば温泉宿ですと、ほとんどありません。
　無いわけではありません。もちろん泊まれる宿もあります。ただ、探さないと見つかりません。
　ビジネスホテルはほとんど泊まれます。
　後、少し宿泊料が高めの外資系ホテルも盲導犬と宿泊可能です。
　しかし、温泉旅館等、いわゆる靴を脱いで上がるところは、旅館の理解の仕方によって、泊まれるところ、泊まれないところがあります。
　依頼すれば泊まれる温泉旅館もあるといった状況です。

（下重委員）
　参考に、埼玉障害者市民ネットワークで伊豆潮風館廃止に反対する署名を集め、県に提出したことが報道されている新聞記事を配布させていただきます。

（岩崎会長）
　御意見ありがとうございました。
　記事にも記載されていますが、今後も検討を継続していくということです。
　他に御意見はありますか。

　～　意見なし　～

　それでは、伊豆潮風館、おおぞら号に関する代替措置に関する回答等情報に関しましては、本会議の議事録として、議会承認後に、正式に御提供いただけるとのことですので、よろしくお願いいたします。
　
（岩崎会長）
　それでは最後に、令和８年度計画策定スケジュール等について事務局から御説明をお願いいたします。

（事務局）
　今年度の今後のスケジュールと、来年度の計画策定スケジュールの2点について御説明させていただきます。
　まず１点目、今年度の今後のスケジュールご説明させていただければと思います。
　本日の会議の中でも重点課題という言葉が出てきたと思いますが、これから事務局において重点課題案を作成させていただきます。
　作成にあたっては、次に申し上げる３点の情報も含めて作業を進めます。
　１点目、今年度第１回から第３回までのワーキングチームで出た御意見。
　２点目、令和６年度ワーキングチームにおける御意見。
　３点目、本日の会議における御意見、議論内容です。
　今申し上げたことをまとめて盛り込み、重点課題を作成し、同資料をもとに来年度、皆様の御意見をどのように計画に盛り込むか、県庁内の関係課と調整をさせていただければと思っております。
　皆様の御意見の抜け漏れがないか改めて御確認いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　2月下旬から3月上旬には重点課題案をお示しし、照会させていただきたいと考えております。
　締切等は、その際、一緒に御案内いたしますので、御連絡をお待ちいただければと思います。
　続きまして。来年度のスケジュールについてです。
　参考資料11を御覧ください。
　委員の皆様には、都度、本資料をもとに御案内させていただいておりますので、改めて概要を御説明させていただきます。
　委員の皆様からいただいた御意見がどのように計画に盛り込まれるか、という観点からスケジュールを御説明します。
　委員の皆様からいただいた御意見は、先程の御説明のとおり重点課題にまとめます。
　まとめた重点課題を、令和8年6月上旬、第１回障害者政策推進協議会において確定していただくこととなります。
　第1回障害者施策推進協議会の議論を受けまして、6月下旬から7月上旬にかけて、重点課題反映可能性調査をいたします。本調査を皮切りに、皆様の御意見を計画にどのように盛り込むか、県庁内関係課と調整を開始させていただきます。
　庁内関係課との調整結果は、随時、7月中旬の第１回ワーキングチーム、9月中旬の第2回障害者施策推進協議会で御報告させていただきます。
　調整と本協議会での議論を踏まえて、９月下旬頃から第８期障害者支援計画の素案を作成し始めます。
　御案内の順番が前後し恐縮ですが、7月下旬には、県内障害者団体の皆様にも、計画に盛り込むべき意見をヒアリングさせていただきたいと考えております。
　作成した第８期計画素案や調整結果を引き続き、10月中旬の第2回ワーキングチームで議論いただき、11月の第3回障害者施策推進協議会には、重点課題を「提言」として、盛り込んだ計画案を作成、諮らせていただきます。
　その後、12月から3月にかけまして、知事報告、県民コメント、第4回障害者施策推進協議会、県議会常任委員会への報告を経て、最終的には知事から決裁を得ます。
　以上のようなスケジュールで進めさせていただきたいと考えておりますので御了承お願いいたします。
　以上となります。

（遅塚委員）
　２点、お伺いいたします。
　１つ目、国の計画策定指針が確定しますと、県計画にも影響が出ると思いますが、同指針を計画に盛り込むか等については、時期的にはどのあたりに盛り込まれていくのかお伺いします。
　２つ目、障害者自立支援協議会での計画に関する議論は、11月にだけ書かれていますが、障害福祉計画と障害児福祉計画に対して意見を述べる機関は自立支援協議会ですので、本協議会事務局と自立支援協議会の間で情報共有が図れていないといけないと思います。
　こちらの協議会で出た意見についても自立支援協議会に伝えることが当然必要だと思いますので、適宜、自立支援協議会における審議、同協議会の場での計画に関する説明が、必要になります。
　資料には自立支援協議会への説明、議論が11月にのみ書かれていますが、11月以外にも実施するのであれば、確認させていただきたいと思います。

（事務局）
　１点目、国の指針につきましては、例年5月頃に国から通知が来ます。
　これを受けまして、本協議会、ワーキングチームには指針をお配りし、議論していただきたいと考えております。
　補足になりますが、国の指針につきましては、7月に市町村説明会を開催し、県から、国の指針と、同指針を踏まえた県の考え方を市町村に対し説明し、齟齬のない計画策定をしていただくようにしたいと考えております。
　委員の皆様に指針を提供させていただき議論していただくことと、市町村に指針及び同指針を踏まえた県の考え方を伝えることで、国指針を計画に反映させていただきます。
　２点目、自立支援協議会との調整ですが、スケジュールの11月に記載したのは、まとまった計画案を自立支援協議会に御説明、御報告させていただく場として記載しております。
　自立支援協議会は事務局が障害者支援課になりますので、同事務局と本協議会事務局で随時、調整し、抜け漏れが生じないよう気をつけて進めてまいりたいと思います。
　
（遅塚委員）
　市町村への説明は当然必要ですが、本協議会委員に、国の指針の内容、従前からの変更点等が十分に伝わっている必要があります。国の指針を受け、今までの議論に追加する意見が色々と出てくると思いますので、その点について御配慮をお願いしたいと思います。

（岩崎会長）
　それでは、事務局においては、本協議会委員への周知、共有について、よろしくお願いします。
　他に御意見はありますか。

（川津委員）
　遅塚委員の御意見と重複しますが、お願いしたいことがございます。
　現行計画141ページの最下部に、埼玉県手話環境整備施策推進懇話会からの意見の詳細が記載されていません。
　計画策定年に、手話環境整備施策推進懇話会とも、きちんと意見交換、意見収集をし、本協議会で皆さんに諮り、御納得いただいたうえで、しっかり計画に掲載すべきだと思いますので、懇話会のことも念頭に置いて計画策定を進めていただきたいと思っております。

（事務局）
　今、お話しいただきました手話環境整備施策推進懇話会についても、並行して会議を進めております。
　最終的にいただいた懇話会からの御意見は第７期計画の中には掲載されておりませんが、来年度も同懇話会から本協議会に対して意見書を提出していただく予定で進めております。
　意見書をいただくのは、来年度の9月頃になると想定しております。
　議論途中の同懇話会意見は、第１回障害者施策推進協議会においてお示しできると思いますので、よろしくお願いいたします。

（岩崎会長）
　御意見ありがとうございます。
　その他に御意見はありますか。

　～　意見なし　～

　それでは、事務局に進行をお戻しします。

（事務局）
　委員の皆様、本日は御議論いただき、ありがとうございました。
　以上をもちまして、令和７年度第３回埼玉県障害者施策推進協議会を閉会させていただきます。
　本日は誠にありがとうございました。

　令和８年２月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　長　　　岩崎　香

　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名委員　　　石橋　優輝

　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名委員　　　菊池　波江

